
 平成 22 年 7 月 2日  金曜    熊 本 県 公 報          第１１９２１号 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 目 次 

 
  告  示 
○漁船保険義務加入区の指定の変更 ························· （団体支援総室）  1 
○漁船保険義務加入に係る指定漁船調書の縦覧（昭和加入区） · （   〃   ）  2 
○漁船保険義務加入に係る指定漁船調書の縦覧（鏡町加入区） · （   〃   ）  2 
○平成22年度熊本県介護サービス情報の公表に係る報告、調査

事務及び情報公表事務に関する計画の策定及び周知 ········· （高齢者支援課）  2 
○指定居宅サービス事業者の指定 ··························· （   〃   ）  2 
○指定介護予防サービス事業者の指定 ······················· （   〃   ）  3 
○指定居宅介護支援事業者の指定 ··························· （   〃   ）  3 
○指定居宅サービス事業者の指定 ··························· （   〃   ）  3 
○指定介護予防サービス事業者の指定 ······················· （   〃   ）  3 
○保安林の指定に関する予定 ································· （森林保全課）  3 
○指定居宅サービス事業者の指定 ··························· （高齢者支援課）  4 
○指定介護予防サービス事業者の指定 ······················· （   〃   ）  4 
○指定居宅サービス事業者の指定 ··························· （   〃   ）  4 
○指定介護予防サービス事業者の指定 ······················· （   〃   ）  4 
○指定居宅サービス事業者の指定 ··························· （   〃   ）  4 
○指定介護予防サービス事業者の指定 ······················· （   〃   ）  5 
○ドラフトチャンバーの調達に係る一般競争入札に参加する者

に必要な資格等 ··········································· （管理調達課）  5 
○熊本県少年保護育成条例に基づく有害興行の指定 ····· （交通・くらし安全課）  5 
○道路の供用開始 ··········································· （道路保全課）  6 
○道路の供用開始 ··········································· （  〃  ）  6 
  公  告 
○土地改良区の定款変更認可 ······················· （農村計画・技術管理課）  7 
○平成22年度職業訓練指導員試験の実施 ··················· （産業人材育成課）  7 
○道路の位置指定の公告 ········································· （建築課） 11 
○道路の位置指定の公告 ········································· （ 〃 ） 11 
○都市計画法による開発行為工事完了公告 ························· （ 〃 ） 11 
○土地改良事業施行の認可 ························· （農村計画・技術管理課） 11 
○県営土地改良事業の工事完了公告 ················· （     〃     ） 11 
○県営土地改良事業の計画決定 ····················· （     〃     ） 12 
○県営土地改良事業の計画決定 ····················· （     〃     ） 12 
○県営土地改良事業の計画決定 ····················· （     〃     ） 12 
○ドラフトチャンバーの調達に係る一般競争入札の実施 ········· （管理調達課） 12 
○平成22年度熊本県登録販売者試験の実施 ····················· （薬務衛生課） 16 
○土地改良区役員の退任及び就任の公告 ············· （農村計画・技術管理課） 18 
  登 載 依 頼 
○熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管

理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 ··········· （人事委員会） 19 
○平成22年度身体障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試

験の実施 ················································· （  〃  ） 19 
○熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部

会の開催 ······································· （熊本県社会福祉審議会） 23 
 
 
 
 
 
熊本県告示第６７２号 
 漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条第３項
及び第６項の規定により、平成１８年４月２８日熊本県告示第４８２号（漁船保険加入区
指定）の一部を次のように改正し、平成２２年７月２日から施行する。 
 なお、平成１９年１１月１２日熊本県告示第９６５号で公示した牛水加入区及び平成２
０年９月３０日熊本県告示第８５５号で公示した長洲加入区の指定漁船を普通損害保険に
付すべき義務は、法第１１３条の２第１項第２号の規定により平成２２年７月１日限り消

第１１９２１号 

平成 22 年 7 月 2 日(金)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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滅したので、同条第２項の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 「牛 水    荒尾市牛水一円」 
 「長 洲    玉名郡長洲町大字長洲、梅田、高浜一円」を「熊本北部  荒尾市牛
水並びに玉名郡長洲町大字長洲、梅田及び高浜一円」に改める。 

 
 
熊本県告示第６７３号 
 漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条第１項
の同意を求めるため、漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項
の規定による事前の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示し、届出
に係る指定漁船調書を縦覧に供する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 加入区の名称 
  昭和加入区 
２ 発起人の住所及び氏名 
  八代市昭和同仁町９３９番地２地先  橋本 秀一 
  八代市昭和同仁町９３８番地２地先  大江田 義一 
  八代市昭和明微町８３０番地     中村 幸雄 
３ 法第１１３条第１項の申出をする漁業協同組合 
  昭和漁業協同組合 
４ 縦覧期間 
  平成２２年７月２日から平成２２年７月１６日まで 
５ 縦覧場所 
  昭和漁業協同組合 

 
 
熊本県告示第６７４号 
 漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条第１項
の同意を求めるため、漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項
の規定による事前の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示し、届出
に係る指定漁船調書を縦覧に供する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 加入区の名称 
  鏡町加入区 
２ 発起人の住所及び氏名 
  八代市鏡町北新地５９４番地    森本友喜 
  八代市鏡町宝出１０４５番地３６  石澤 勝元 
  八代市鏡町鏡村８７４番地     藤山 康幸 
３ 法第１１３条第１項の申出をする漁業協同組合 
  鏡町漁業協同組合 
４ 縦覧期間 
  平成２２年７月２日から平成２２年７月１６日まで 
５ 縦覧場所 
  鏡町漁業協同組合 

 
 
熊本県告示第６７５号 
 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３５の規定により介護サービス情
報の公表を行うため、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施行令」と
いう。）第３７条の２第１項の報告に関する計画、施行令第３７条の５第１項の介護サー
ビス情報の調査事務に関する計画及び施行令第３７条の１１において準用する施行令第３
７条の５第１項の規定による介護サービス情報の情報公表事務に関する計画を別冊のとお
り定めたので、公表する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 
 
熊本県告示第６７６号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 
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事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターいずみの里 

八代市泉町下岳４３５０番地 

有限会社松本建設 平成２２年７月１日 

  
 
熊本県告示第６７７号                                                       
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２２年７月２日                                                     
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫      
  （介護予防通所介護）                                                           

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターいずみの里 

八代市泉町下岳４３５０番地 

有限会社松本建設 平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６７８号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ケアライフ春日ケアプランセンタ

ー 

熊本市春日七丁目１６番１２ 

有限会社ベストライフ 平成２２年７月７日 

 
 
熊本県告示第６７９号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターつばさ 

宇城市小川町新田１６３４番地１ 

有限会社小川清掃 平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８０号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２２年７月２日                                                     
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫      
  （介護予防通所介護）                                                           

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターつばさ 

宇城市小川町新田１６３４番地１ 

有限会社小川清掃 平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県下益城郡美里町坂本字平仁田１１６５番、１１６ 
 ９番、１１７０番、字熊図１２２１番２、１２２７番、字平仁田１１７８番・字熊図１ 
 ２１８番１・１２１８番２・１２２２番（以上４筆について次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
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    字平仁田１１６５番・１１７０番・１１７８番・字熊図１２１８番１・１２１８ 
   番２・１２２１番２・１２２２番・１２２７番（以上８筆について次の図に示す部 
   分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県宇城地域振興局並びに美里町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第６８２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ケアサポート優華 

熊本市植木町平野３２１番地２ 

株式会社優華 平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８３号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ケアサポート優華 

熊本市植木町平野３２１番地２ 

株式会社優華 平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８４号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

訪問介護事業所なずな 

熊本市渡鹿一丁目１０番３－１０

３号 

合同会社なずな 平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８５号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。  
  平成２２年７月２日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

訪問介護事業所なずな 

熊本市渡鹿一丁目１０番３－１０

３号 

合同会社なずな 平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８６号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
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                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ヘルパーステーションのこのこ 

荒尾市本井手２４１番地５ 

株式会社ｎｏｃｏ ｎｏ

ｃｏ 

平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８７号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ヘルパーステーションのこのこ 

荒尾市本井手２４１番地５ 

株式会社ｎｏｃｏ ｎｏ

ｃｏ 

平成２２年７月１日 

 
 
熊本県告示第６８８号 
  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３ 
７２号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり競争入札に参 
加する者に必要な資格等について告示する。 
    平成２２年７月２日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１  調達物品及び数量 
  ドラフトチャンバー 一式（１０組） 
２  入札参加資格 
  物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成 
 １８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）第５条第２項の規定により、入 
 札参加資格を有すると決定された者であること。 
    なお、入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、３に掲げる 
 ところにより、要綱第５条第１項の規定による審査を受け、入札参加資格を得ること。 
３  入札参加資格を得るための申請方法等 
  (１)  申請の方法 
        ２に掲げる入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、要 
   綱に定める競争入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請である旨を 
   明示すること。）に必要書類を添付し、３の(２)の場所へ持参又は郵送（書留郵便 
   に限る。）により提出すること。 
    なお、申請様式及び提出書類の詳細については、熊本県ホームページの「申請書 
   ダウンロード」のページで確認することができる。 
  (２)  競争入札参加資格審査申請書の提出場所及び申請に関する問い合わせ先 
      熊本県出納局管理調達課管理審査班（県庁行政棟本館２階） 
      郵便番号  ８６２－８５７０  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
      電話  ０９６－３８３－１１１１（内線６３４９） 
       ０９６－３３３－２５８１（ダイヤルイン） 
  (３)  競争入札参加資格審査申請書の受付期間 
        公告の日から平成２２年７月１５日（木）までの日（閉庁日を除く｡)の午前８時 
   ３０分から午後５時までとする。 
    ただし、受付期間の終了後も入札の日時まで随時受け付けるが、この場合には、 
   入札参加資格の審査が入札に間に合わないことがある。 
  (４)  入札参加資格審査結果の通知 
        入札参加資格の審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 
  (５)  入札参加資格の有効期間 
        入札参加資格の有効期間は、資格審査結果通知書に記載する登録日から平成２４ 
   年３月３１日までとする。 
  (６)  有効期間の更新手続 
        前項の有効期間の更新を希望する者に対しては、要綱に基づく入札参加資格審査 
   申請の受付を平成２４年１月４日から平成２４年１月３１日まで（閉庁日を除く。） 
      行う。 

 
 
熊本県告示第 ６８９号  
  熊本県少年保護育成条例（昭和４６年熊本県条例第３０号）第７条第１項の規定により
少年に有害な興行として平成２２年６月２４日次のように指定したので、同条第２項の規
定により公示する。 
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    平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 

  種 別 

 

 

         題      名 

 

指  定  理 由 

 

有害指定 

映画 

   

 

 

いんらんファミリー 人妻とお手伝い（新東宝） 

夜の手ほどき 未亡人は１９才（新東宝） 

愛液ドールズ 悩殺いかせ上手（オーピー） 

快楽郷 人妻に乗る（新東宝） 

エロ三姉妹 濡れ続け（新東宝） 

誘惑教師 ㊙巨乳レッスン（オーピー） 

闇のまにまに（新東宝） 

人妻探偵 尻軽セックス事件簿（オーピー） 

 

 

  著しく性的感 

情を刺激し、少 

年の健全な育成

を阻害するおそ

れがある。 

 
 
熊本県告示第６９０号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年７月２日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考 

一般国道 ３２５号 山鹿市鹿本町梶屋字上北田 

          ９７０番１地先から 

菊池市七城町台字横枕 

          ９番１地先まで 

   640.0 沿道環

境国道

（改築

に伴う

拡幅 

（暫定

供用））

一般県道 和仁菊水線 玉名郡和水町西吉地字原口 

          １２１０番地先から 

同町西吉地字村ノ前 

          １０４４番１地先まで 

   276.0 地基創

改（改 

築に伴

う拡幅）
２ 供用を開始する期日 平成２２年７月２日 

 
 
熊本県告示第６９１号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年７月２日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考 

天草市久玉町字札付 

          ２２１１番２地先から 

同市久玉町字神葉山 

          ２２９６番１４地先まで 

   240.0 一般国道 

 

 

 

 

 

２６６号 

 

 

 

 

 

天草市久玉町字神葉山 

          ２３２８番２地先から 

    35.0 

 

交安統

合（ゆず

り車線

の設置）

 

 

  同市久玉町字山焼田   
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          ２４９２番５地先まで 
２ 供用を開始する期日 平成２２年７月５日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第３７１号 
 熊本市に事務所を置く石塘堰樋土地改良区理事長井上貞雄から平成２２年４月２７日付
けで申請のあった定款の変更については、平成２２年６月２２日付けで認可したので、土
地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第３項の規定により公告する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 
 
熊本県公告第３７２号 
 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の規定により、平成２２年度
職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 試験を実施する職種 
 (１) 学科試験（系基礎学科、専攻学科）を実施する職種 
    和裁科 
 (２) 学科試験（指導方法）を実施する職種 
    園芸科、造園科、森林環境保全科、鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加 
   工科、溶接科、構造物鉄工科、金属表面処理科、機械科、電子科、電気科、コンピ 
   ュータ制御科、発変電科、送配電科、電気工事科、自動車製造科、自動車整備科、 
   自動車車体整備科、航空機製造科、航空機整備科、鉄道車両科、造船科、時計科、 
   光学ガラス科、光学機器科、計測機器科、理化学機器科、製材機械科、内燃機関科、 
   建設機械科、農業機械科、縫製機械科、織布科、織機調整科、染色科、ニット科、 
   洋裁科、洋服科、縫製科、和裁科、寝具科、帆布製品科、木型科、木工科、工業包 
   装科、紙器科、製版・印刷科、製本科、プラスチック製品科、レザー加工科、ガラ 
   ス科、ほうろう製品科、陶磁器科、石材科、麺科、パン・菓子科、食肉科、水産物 
   加工科、発酵科、建築科、枠組壁建築科、とび科、建設科、プレハブ建築科、屋根 
   科、スレート科、建築板金科、防水科、サッシ・ガラス施工科、畳科、インテリア 
   科、床仕上げ科、表具科、左官・タイル科、築炉科、ブロック建築科、熱絶縁科、 
   冷凍空調機器科、配管科、住宅設備機器科、さく井科、土木科、測量科、建築物設 
   備管理科、ボイラー科、クレーン科、建設機械運転科、港湾荷役科、化学分析科、 
   公害検査科、木材工芸科、竹工芸科、漆器科、貴金属・宝石科、印章彫刻科、塗装 
   科、広告美術科、デザイン科、義肢装具科、電気通信科、電話交換科、事務科、貿 
   易事務科、流通ビジネス科、写真科、介護サービス科、理容科、美容科、ホテル・ 
   旅館・レストラン科、観光ビジネス科、日本料理科、中国料理科、西洋料理科、臨 
   床検査科、フラワー装飾科、メカトロニクス科、情報処理科、フォークリフト科、 
   建築物衛生管理科及び福祉工学科 
２ 試験の科目 
 (１) 学科試験（系基礎学科、専攻学科）を行う職種及び試験の科目 

免許職種         学 科 試 験 の 科 目 

和裁科 ア 関連学科 

 (ア) 系基礎学科 

  ａ 裁縫知識（裁縫工程、裁縫用具、見積り） 

  ｂ 縫製法（縫製法、縫製用材料） 

  ｃ 安全衛生法（安全管理、衛生管理） 

 (イ) 専攻学科 

  ａ 和裁法（縫製工程、和服の種類、裁縫法） 

  ｂ 被服学（被服史、被服論、被服科学、服装美学） 
 (２) 学科試験（指導方法）を行う職種及び試験の科目 

        免  許  職  種 学科試験の科目 

 園芸科、造園科、森林環境保全科、鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、

熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、金属表面処理

科、機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、発変電科、

送配電科、電気工事科、自動車製造科、自動車整備科、自動車

指導方法（職業訓

練原理、教科指導

方法、訓練生の心

理、生活指導及び

 公  告 
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車体整備科、航空機製造科、航空機整備科、鉄道車両科、造船

科、時計科、光学ガラス科、光学機器科、計測機器科、理化学

機器科、製材機械科、内燃機関科、建設機械科、農業機械科、

縫製機械科、織布科、織機調整科、染色科、ニット科、洋裁科、

洋服科、縫製科、和裁科、寝具科、帆布製品科、木型科、木工

科、工業包装科、紙器科、製版・印刷科、製本科、プラスチッ

ク製品科、レザー加工科、ガラス科、ほうろう製品科、陶磁器

科、石材科、麺科、パン・菓子科、食肉科、水産物加工科、発

酵科、建築科、枠組壁建築科、とび科、建設科、プレハブ建築

科、屋根科、スレート科、建築板金科、防水科、サッシ・ガラ

ス施工科、畳科、インテリア科、床仕上げ科、表具科、左官・

タイル科、築炉科、ブロック建築科、熱絶縁科、冷凍空調機器

科、配管科、住宅設備機器科、さく井科、土木科、測量科、建

築物設備管理科、ボイラー科、クレーン科、建設機械運転科、

港湾荷役科、化学分析科、公害検査科、木材工芸科、竹工芸科、

漆器科、貴金属・宝石科、印章彫刻科、塗装科、広告美術科、

デザイン科、義肢装具科、電気通信科、電話交換科、事務科、

貿易事務科、流通ビジネス科、写真科、介護サービス科、理容

科、美容科、ホテル・旅館・レストラン科、観光ビジネス科、

日本料理科、中国料理科、西洋料理科、臨床検査科、フラワー

装飾科、メカトロニクス科、情報処理科、フォークリフト科、

建築物衛生管理科及び福祉工学科 

職業訓練関係法規）

３ 試験を受けることができる者 
 (１) 試験職種（１の(１)）に係る試験を受けることができる者 
    ２級の技能検定に合格した者、当該職種の職業訓練指導員試験において実技試験 
   に合格した者及び商工会議所が行う和裁に関する１級又は２級の技能の検定の合格 
   証書を有する者を対象とする。 
  (２) 試験職種（１の(２)）に係る試験を受けることができる者 
    職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第４６条の規定に 
   基づき、実技試験の全部及び学科試験のうち系基礎学科及び専攻学科が免除となる 
   者を対象とする。 
４ 試験の一部免除 
 (１) 免除の資格者及び免除の範囲は、次のとおりとする。 

       免除を受けることができる者   免除の範囲 

免許職種に関し、１級の技能検定又は単一等級（「バルコニー

施工」及び「電子回路接続」を除く。）の技能検定に合格した

者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

免許職種に関し、２級の技能検定に合格した者 実技試験の全部 

職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験のうち指

導方法及び関連学

科の系基礎学科 

（当該免許職種に

係る職業訓練指導

員試験に係る系基

礎学科と同一の系

基礎学科に限る。）

免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格

した者 

実技試験の全部 

職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格

した者 

学科試験のうち指

導方法 

免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち

関連学科の系基礎学科又は専攻学科（フォークリフト科、建築

物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあっ

ては、学科試験のうち関連学科）に合格した者 

 

学科試験のうち関

連学科の系基礎学

科又は専攻学科 

（フォークリフト

科、建築物衛生管
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理科及び福祉工学

科に係る職業訓練

指導員試験にあっ

ては、学科試験の

うち関連学科） 

職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基

礎学科に合格した者 

学科試験のうち関

連学科の系基礎学

科（当該職業訓練

指導員試験に係る

系基礎学科と同一

の系基礎学科に限

る。） 

免許職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関

連学科 

免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関

連学科 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学又は高等専

門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 

学科試験のうち関

連学科 

 (２) 免許職種に係る免除の資格者及び免除の範囲は、次のとおりである。 

免許職種 免除を受けることができる者   免除の範囲 

溶接科 ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働

省令第３３号）による特別ボイラー溶接士免許を

有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

電波法（昭和２５年法律第１３１号）による第一

級陸上無線技術士の免許を有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

電子科 

航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省

令（昭和４８年通商産業省令第７１号）による改

正前の航空機製造事業法施行規則による電子機

器国家試験の合格証を有する者 

学科試験のうち関

連学科 

自動車整備

科 

自動車整備士技能検定規則（昭和２６年運輸省令

第７１号）による一級四輪自動車整備士、一級二

輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二

級ジーゼル自動車整備士、二級三輪自動車整備士

又は二級二輪自動車整備士の技能検定の合格証

書を有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

航空機製造事業法施行規則（昭和２９年通商産業

省令第５２号）による航空機国家試験合格証を有

する者 

学科試験のうち関

連学科 

航空機整備

科 

航空法（昭和２７年法律第２３１号）による一等

航空整備士若しくは二等航空整備士又は航空工

場整備士の資格についての航空従事者技能証明

書を有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

測量科 測量法（昭和２４年法律第１８８号）による測量

士の試験の合格証書を有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイ

ラー技士の免許を有する者又は電気事業法施行

規則（昭和４０年通商産業省令第５１号）による

ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

ボイラー科 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５

４年法律第４９号）による熱管理士の免状を有す

学科試験のうち関

連学科 
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 る者  

電気通信科 電波法（昭和２５年法律第１３１号）による第一

級総合無線通信士の免許を有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

医師法（昭和２３年法律第２０１号）による医師

国家試験、歯科医師法（昭和２３年法律第２０２

号）による歯科医師国家試験又は獣医師法（昭和

２４年法律第１８６号）による獣医師国家試験の

合格証書を有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

臨床検査科 

臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第

７６号）による臨床検査技師の免許を有する者 

学科試験のうち関

連学科 

公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）によ

る公認会計士試験の第二次試験若しくは第三次

試験又は税理士法（昭和２６年法律第２３７号）

による税理士試験に合格したことを証する書面

を有する者 

実技試験の全部及

び学科試験のうち

関連学科 

事務科 

商工会議所法に基づいて商工会議所が行う簿記

に関する一級の技能の検定の合格証明書を有す

る者 

実技試験のうち簿

記及び学科試験の

うち簿記 

和裁科 商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁

に関する１級又は２級の技能の検定の合格証書

を有する者 

実技試験の全部 

 上記以外の範囲にあっては、職業能力開発促進法施行規則別

表第１１の３に掲げる試験の免除を受けることができる者 

職業能力開発促進

法施行規則別表第

１１の３に掲げる

免除の範囲 
５ 試験を受けることができない者 
 (１) 成年被後見人又は被保佐人 
 (２) 禁錮以上の刑に処せられた者 
 (３) 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過しない者 
６ 試験の日時及び場所 
  平成２２年９月２日（木）午前１０時３０分から 
  熊本県庁（本館８０２会議室） 
７ 受験手続 
 (１) 受験申請書類 
    職業訓練指導員試験受験申請書、受験票、履歴書、写真（申請前６か月以内に撮 
   影した上半身の写真で、横３０ミリ、縦４０ミリ、裏面に氏名及び撮影年月日を記 
   載したもの）及び試験の免除の資格を有することを証明する書類 
 (２) 申請書類の受付期間及び提出先 
    平成２２年７月２０日（火）から同年８月３日（火）まで（土曜日、日曜日及び 
   祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
    熊本県商工観光労働部商工労働局産業人材育成課 
 (３) 受験手数料 
    受験手数料（学科試験手数料）は、３，１００円とし、熊本県収入証紙を受験申 
   請書に貼り付けて納付する。 
    なお、受験申請書を受け付けた後は、いかなる理由がある場合にも受験手数料は 
   返還しない。 
 (４) 受験票 
    受験申請書を受け付けたときは、申請者あてに後日、受験票を送付する。 
８ 合格発表 
  平成２２年１０月１日（金）に合格者受験番号を熊本県公報で公示するとともに、合 
 格証書の送付により本人あて通知する。 
９ その他 
 (１) 受験申請書等は、熊本県商工観光労働部商工労働局産業人材育成課において交付 
   する。 
    なお、受験申請書等の交付を郵送により希望する場合は、郵便番号、住所、氏名 
   を明記のうえ、１４０円切手を同封し、熊本県商工観光労働部商工労働局産業人材 
   育成課に請求すること。 
 (２) 受験申請書等を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「職業訓練指導員 
   試験受験申請書在中」と朱書きすること。 
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    なお、この場合は、受付期間終了日の消印のあるものまで受理する。 
 (３) 試験についての不明な点は、次に問い合わせること。 
    熊本県商工観光労働部商工労働局産業人材育成課 
    郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話 ０９６－３３３－２３４４ （直通） 

 
 
熊本県公告第３７３号   
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２２年７月２日 
                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 築造者の住所 八代郡氷川町鹿島６４1番地の１ 
２ 築造者の氏名 カシマ開発株式会社 
３ 道路の位置 宇城市小川町新田字柳江１４２４番１ 
４ 道路の幅員 ５．０２メートル 
５ 道路の延長 ４６．５５メートル 
６ 指定年月日 平成２２年６月１７日 
７ 指定番号 熊本県指令宇城景建第７号 

 
 
熊本県公告第３７４号   
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２２年７月２日 
                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 築造者の住所 玉名市寺田３３０番地 
２ 築造者の氏名 木下英文 
３ 道路の位置 玉名市田崎字一本松８３５番２４３、同８３５番１１４の一部、同８３ 
        ５番１４９の一部、同８３５番１６１の一部及び同８３５番２２４の一 
        部 
４ 道路の幅員 ６．００メートルから６．７０メートルまで 
５ 道路の延長 ６８．３８メートル 
６ 指定年月日 平成２２年６月１８日 
７ 指定番号 熊本県指令玉名景建第１４号 

 
 
熊本県公告第３７５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年７月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    宇土市善道寺町字綾織１９番１、同２０番１、同２１番、同２２番１、同２８番、同

２９番１、同３１番１、同３２番１、同字悪四郎２２１番１、同２２２番、同２２３番、
同２２５番、同２２８番、同２２９番、同２３０番、同２３１番並びに市道、里道及び
水路 

  １８，８４３．３４平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  福岡県福岡市東区多の津１丁目１２番２号 
  株式会社トライアルカンパニー 

 
 
熊本県公告第３７６号 
 平成２２年１月２６日付けで宮本博保外４名から申請のあった柿ノ木平地区土地改良事
業（共同施行）の施行については、平成２２年６月２２日付けで認可したので、土地改良
法（昭和２４年法律第１９５号）第９５条第４項の規定により公告する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 
 
熊本県公告第３７７号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第３項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 

 農用地の  

 保全 

鹿本北部

二期（桑

原工区）

（山鹿市）

 平成１９年９月６日  平成２２年５月２７日     熊本県 

 
 
熊本県公告第３７８号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営小白地
区土地改良事業（農地保全施設）の計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき公告し、
土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画に異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日
以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 

県営小白地区土地改良事業（農地保全施設）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２２年７月５日から平成２２年８月２日まで 
３ 縦覧場所 

熊本市役所 
玉名市役所 

 
 
熊本県公告第３７９号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営平野地
区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき公
告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画に異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日
以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 縦覧に供する書類の名称 

県営平野地区土地改良事業（農業用用排水施設）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２２年７月５日から平成２２年８月２日まで 
３ 縦覧場所 

熊本市役所 
 

 
熊本県公告第３８０号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営浦川内
地区土地改良事業（農用地の保全）の計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき公告
し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画に異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日
以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 縦覧に供する書類の名称 

県営浦川内地区土地改良事業（農用地の保全）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２２年７月５日から平成２２年８月２日まで 
３ 縦覧場所 

宇城市役所 
 

 
熊本県公告第３８１号 
 次のとおり一般競争入札に付する。なお、本公告は入札説明書を兼ねる。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 入札に付する事項 
 （１） 調達物品及び数量 
    ドラフトチャンバー 一式（１０組） 
 （２） 調達物品の仕様等 
    仕様書のとおり 
 （３） 納入期限 
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     平成２２年１２月１５日（水） 
 （４） 納入場所 
      熊本県熊本市東町３丁目１１－３８  
      熊本県産業技術センター 
 （５） 入札金額 
      入札金額は、本調達物品購入に係る総額とする（搬入費、据付調整費、動作確認 
   費等納入に要する一切の費用を含む。）。 
    なお、落札者決定に当たっては、入札金額に当該金額の５パーセントに相当する 
   額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす 
   る。）を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消 
   費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望 
   金額の１０５分の１００に相当する金額により入札すること。 
 （６） 低制限価格の設定 
    本競争入札には、 低制限価格を設定していない。   
 （７） その他 
    ア 本競争入札は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件であるが、 
    電子入札システムに利用者登録が完了していない者は、紙入札方式による入札（ 
    書面による入札をいう。）により参加できる。 
      なお、入札参加者側のシステム障害等のやむを得ない事情があり、入札書受付 
    締切予定日時までに「熊本県電子入札システム紙入札移行承認願」を４の(１)に 
    記載する場所に提出し、県（契約担当者）から承認を受けた場合は、紙入札方式 
    による入札により参加できるものとする。 
   イ 本競争入札は、競争入札参加資格確認のため、入札前に３に記載する競争入札 
        参加資格確認申請書及び確認資料の提出が必要な入札である。 
２ 入札参加者の資格に関する事項 
  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
 （１） 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（ 
      平成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）第５条第２項の規定に 
   より入札参加資格を有すると決定された者であること。 
 （２） 納入しようとする物品の仕様を示す書類を熊本県産業技術センターへ提出し、審 
   査を受け、本調達物品の仕様に適合している証明（ドラフトチャンバー一式入札関 
   係様式（以下「入札関係様式」という｡)に定める「仕様適合証明願（書）」による。） 
   を受けた者であること。 
     なお、熊本県産業技術センターの審査を受ける期間は、公告の日から平成２２年 
   ７月２７日（火）までの日（閉庁日を除く｡)の午前８時３０分から午後５時までと 
   する。 
    ただし、審査申請の受付期間の終了後も随時受け付けるが、この場合には、証明 
   が３の「競争入札参加資格確認申請書」の提出期限に間に合わないことがある。 
 （３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っ 
   た者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受け 
   ていること。 
 （４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ 
   た者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受け 
   ていること。 
 （５） 入札及び開札の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名 
   停止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）第２条第１項の規定による 
   指名停止の期間中でないこと。 
３ 入札参加のための確認申請  
  本競争入札に参加を希望する者は、２の（２）～（５）に記載する要件を満たしてい 
 るかの確認を受けるため、次により「競争入札参加資格確認申請書」及び確認資料（以 
 下「申請書等」という。）を提出しなければならない。 
  なお、期限までに申請書等を提出しない者及び確認の結果、要件を満たしていないと 
 認められた者は、本競争入札に参加することができない。 
 （１） 提出書類及び提出方法 
   ア 電子入札システムによる入札参加の場合 
         電子入札システムにより競争入札参加資格確認申請を行うこと。 
         この際、ＰＤＦファイル等に電子ファイル化した(ア)を添付すること。 
         ただし、(ア)を電子ファイル化できない場合は、（イ)を添付し、(ア)をファッ 
    クス等により４の(１)に記載する場所に提出すること。 
    （ア） ２の(２)に記載する仕様適合証明願(書) 
    （イ） 提出書類目録 
 イ 紙入札方式による入札参加の場合   
         (ア)及び(イ)を４の(１)に記載する場所に持参又は郵送により提出すること。 
        (ア)  入札関係様式に定める競争入札参加資格確認申請書 
     (イ) ２の(２)に記載する仕様適合証明願(書) 
 （２） 提出期間                                                  
        公告の日から平成２２年８月３日（火）午後５時まで（閉庁日を除く。）に提出 
   すること。 
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 （３） 確認結果の通知 
    確認の結果は、「競争入札参加資格確認結果通知書」により通知する。 
４ 入札執行の日時、場所等 
 （１） 契約条項を示す場所 
    熊本県出納局管理調達課契約班（県庁行政棟本館２階） 
      郵便番号  ８６２－８５７０  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
 （２） 仕様書及び入札関係様式の閲覧（交付）方法 
      ア 閲覧（交付）の場所 
          電子入札システムホームページ（入札情報公開サービスシステムの入札公告情 
    報）にて閲覧又は４の(１)に記載する場所で交付する。 
   イ 閲覧（交付）の期間 
     公告の日から平成２２年８月１２日（木）まで閲覧に供する。交付については 
    当該期間（閉庁日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 
 （３） 入札の日時及び場所 
   ア 電子入札システムによる入札 
     ３の(３)に記載する競争入札参加資格確認結果通知書を受けた日時から、平成 
    ２２年８月１１日（水）午後５時までに入札すること。 
   イ 紙入札方式による入札 
   （ア） 日時 平成２２年８月１２日（木）午前１０時 
   （イ） 場所 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
          熊本県出納局管理調達課 入札室（県庁行政棟本館２階） 
 （４） 開札の日時及び場所 
        ４の(３)のイに同じ。 
５ 入札方法等 
 （１） 入札方法 
   ア 電子入札システムによる入札の場合 
     ４の(３)のアの締切日時までに電子入札システムにより入札を行うこと。 
   イ 紙入札方式による入札の場合 
     入札関係様式に定める（本人用）又は（代理人用）の「入札書」により作成し、 
    ４の(３)のイの日時及び場所に持参し、提出すること。 
     ただし、代理人をして入札するときは、入札関係様式に定める「委任状」を入 
    札書と同時に提出すること。 
     なお、郵送を認めるが、次の事項に留意のうえ、必ず平成２２年８月１１日（水） 
    までに４の(１)に記載する場所に必着するよう郵送（書留郵便に限る。）するこ 
    と。 
    （ア） 封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」、中封筒に「調 
      達物品名」及び「開札日時」を朱書きすること。 
    （イ） 再入札を予想する場合は、中封筒に「再入札書」、「調達物品名」及び「開 
      札日時」を朱書きし、同封すること。 
 （２） 開札の方法 
        開札は、電子入札システムにおいて行う。 
        ただし、紙入札方式による入札により入札に参加した者がいる場合は、入札に参 
   加した者又はその代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入 
   札に参加した者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない 
   職員を立ち会わせてこれを行う。 
 （３） 入札の回数 
        入札回数は２回までとする。開札後、落札者がない場合は、再入札を行う。 
        再入札の時刻については、原則として開札時刻の１時間後に設定するので、電子 
   入札システムによる入札により入札に参加する者は、県から電子入札システムで送 
   信される「再入札通知書」を必ず確認すること。 
        なお、再入札の受付締切日時までに再入札を行わなかった者及び書面により入札 
   書を郵送した者で再入札書の提出がなかったものは、再入札を辞退したものとみな 
   す。 
 （４） 落札者の決定方法 
        有効な入札を行った者で予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって申込みを 
   したものを落札者とする。 
        なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、電子入札シス 
   テムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。 
 （５） 無効の入札 
        次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 本競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 
イ 紙入札方式による入札において、委任状を提出しない代理人のした入札 
ウ 紙入札方式による入札において、記名押印を欠く入札 
エ 紙入札方式による入札において、金額を訂正した入札 
オ 紙入札方式による入札において、誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入 

札 
カ 紙入札方式による入札において、同一事項の入札について他人の代理人を兼ね 

又は２人以上の代理をした者の入札 
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キ 紙入札方式による入札において、２以上の意思表示をした入札 
ク 紙入札方式による入札において、くじ番号の記入がない入札 
ケ 電子入札システムによる入札において、入札、見積及び契約権限のない者のＩ 

Ｃカードを使用して提出された入札 
コ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入 

札執行者が認めた場合の入札 
サ 明らかに連合によると認められる入札 
シ その他入札に関する条件に違反した入札 

 （６） 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公 
      正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加さ 
      せず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。 
 （７） 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 
 （８） その他 
        仕様書等に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得（昭和３ 
      ９年熊本県告示第４２０号）及び熊本県電子入札（物品調達・業務委託契約等）運 
      用基準の規定を準用する。 
６ 契約の締結 
 （１） 契約書作成の要否 
    要 
 （２） 契約の締結期限 
    落札者決定の日から１４日以内とする。 
 （３） 落札者からの契約締結の申出期限 
    落札者決定の日から７日以内とする。 
７ 入札保証金及び契約保証金 
 （１） 入札保証金 
        免除する。 
 （２） 契約保証金 
        契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額の１００分 
      の１０以上の金額（現金に代え、政府の保証のある債権、銀行が振り出し、又は支 
      払保証をした小切手、銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関（銀行を除く。） 
      の保証書でも可）を、入札関係様式に定める契約保証金納入書を添えて納付するこ 
      と。 
    ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除さ 
   れる。 
    また、契約保証金は、契約上の義務を履行し、入札関係様式に定める契約保証金 
   還付請求書を県に提出したときに還付する。 
   ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を 
        被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証 
        券を提出したとき（ただし、保険期間の終日は、納入期限以降とする。）。 
   イ 契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付す 
    る事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、 
    これらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき。（その者が、 
    契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 
       なお、契約保証金の納付の免除を希望する者は、以下により契約保証金免除の申 
      請に必要な書類を提出し、承認を受けること。 
   （ア） 提出書類 入札関係様式に定める契約保証金免除申請書 
   （イ） 添付書類  アの場合にあっては履行保証保険証券 
             イの場合にあっては入札関係様式に定める履行証明願(書) 
   （ウ） 提出期限  落札決定の日から７日以内 
   （エ） 提出場所  ４の(１)に記載する場所 
８ その他 
 （１） 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨とする。 
 （２） 本競争入札は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する 
      協定の適用を受ける。 
９ Ｓｕｍｍａｒｙ 
 （1）Nature and quantity of the products to be purchased: 
      10 sets of draft chamber(fume hood)   
 （2）Delivery period: 
      December 15th, 2010 
 （3）Delivery place: 
      Kumamoto Industrial Research Institute 
      3-11-38 Higashi-machi, Kumamoto-City, Kumamoto Pref. 862-0901, Japan 
 （4）Date and Place for tender: 
      Date: August 12th, 2010, 10:00 a.m. 
      Place: Kumamoto Prefectural Government Treasury Bureau, 
      Management and Purchasing Division 
      （2nd floor of Prefectural Government Main building） 
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 （5）Time-limit for tender by mail （Registered only）: 
      Tender must arrive no later than August 11th, 2010 
 （6）Contact point for the notice: 
      Management and Purchasing Division Treasury Bureau Kumamoto Pref. Gov. 
      6-18-1 Suizenji, Kumamoto-City, Kumamoto Pref. 862-8570, Japan 
      Phone: 096-333-2580 
 （7）Others: 
      Language: Japanese 
      Current money: Japanese yen 

 
 
熊本県公告第３８２号 
 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第３６条の４第１項の規定により登録販売者試験
（以下「試験」という。）を次のとおり実施するので、薬事法施行規則（昭和３６年厚生
省令第１号）第１５９条の４第２項の規定により公示する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 試験 
（１）日時 平成２２年１０月３１日（日） 午前１０時から午後３時３０分まで 
          試験の説明を午前９時３０分から行うので、それまでに試験室に入室すること。 

     試 験 時 間      試 験 項 目 

午前１０時から正午まで 

  

 医薬品に共通する特性と基本的な知識 

 人体の働きと医薬品 

 医薬品の適正使用・安全対策 

午後１時３０分から午後３時３０分まで  主な医薬品とその作用 

 薬事関係法規・制度 
（２）場所 熊本県立大学（講義棟２号館、中ホール及び小ホール） 
           熊本市月出三丁目１番１００号 
      ※ 試験会場の駐車場には限りがあるため、試験当日はできる限り公共交通 
       機関を使用すること。 
（３）試験実施方法 
     試験は、次の項目について筆記試験を行う。 

      試 験 項 目 問題数 

 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ２０問 

 人体の働きと医薬品 ２０問 

 主な医薬品とその作用 ４０問 

 薬事関係法規・制度 ２０問 

 医薬品の適正使用・安全対策 ２０問 

     ※ 九州各県では、試験日及び試験問題を統一して試験を実施します。 
２ 受験手続等 
（１）受験願書の請求 

受験願書は、熊本県健康福祉部薬務衛生課及び各地域振興局保健福祉環境部衛生環
境課（保健所衛生環境課（熊本市の保健所を除く。））で配布するほか、熊本県庁ホ
ームページに受験願書等の様式を掲載する。 

なお、郵便により受験願書を請求する場合は、表面に「登録販売者試験受験願書請
求」と朱書きした封筒に、返信用封筒（返信先を明記し、１４０円分の切手を貼った
角２形の封筒（１部請求の場合））を同封のうえ請求することとする。 

（２）願書受付期間 
平成２２年８月９日（月）から同年８月２７日（金）まで（土曜日及び日曜日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、郵送による場合は、 
平成２２年８月９日（月）から同年８月２７日（金）までの間の消印があるものを

有効とする。 
（３）提出先 

寄りの各地域振興局保健福祉環境部衛生環境課（保健所衛生環境課（熊本市の保
健所を除く。））又は熊本県健康福祉部薬務衛生課 

（４）提出書類 
提出書類は、次のとおりとする。また、受験資格及びこれを有することを証する書

類は、３に掲げるとおりとする。 
ア 登録販売者試験受験願書 
イ 受験資格を有することを証する書類 
ウ 写真 
提出前６箇月以内に撮影したもので、縦５ｃｍ、横４．５ｃｍ程度の上半身、脱帽、

正面向きで、本人であることが確認できるものとする。また、この写真の裏面に氏名
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及び生年月日を明記し、受験願書に貼付すること。 
（５）受験手数料 

受験手数料として、１３，０００円分の熊本県収入証紙を受験願書の所定の欄に貼
付すること。 

なお、納付された受験手数料は、返還しない。 
（６）郵送で提出する場合 

郵送で提出する場合は、必ず書留とし、「登録販売者試験受験申込」と朱書きする
こと。熊本県収入証紙によらない場合は、次のとおりとする。 

ア 手数料を現金で納付する場合は、受験願書等に１３，０００円を同封し、現金
書留で郵送すること。 

イ 手数料を郵便為替で納付する場合は、受験願書等に郵便為替（普通為替）１３，
０００円分を同封し、書留で郵送すること。 

     なお、納付された受験手数料は、返還しない。 
３ 受験資格及びこれを有することを証する書類 

受験資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとし、当該受験資格を有す
ることを証する書類は、当該各号に掲げるとおりとする。 

ただし、実務経験終了見込みの者については、実務経験見込証明書を提出し、受験日
前日までに改めて実務経験証明書を提出すること。 

（１）旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づく大学及び旧専門学校令（明治３６年
勅令第６１号）に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 卒
業証書の写し（原本を提示すること。）又は卒業証明書 

   ※ 郵送で提出する場合は、卒業証明書とする。 
（２）平成１８年３月３１日以前に学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学

（短期大学を除く。）に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業し
た者（１）と同じ 

（３）平成１８年４月１日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬
学の正規の課程（同法第８７条第２項に規定する６年制課程の薬学部に限る。）を修
めて卒業した者 （１）と同じ 

（４）旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）に基づく旧制中学若しくは学校教育法に
基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、薬局、一般販売業
（卸売一般販売業を除く。）、薬種商販売業、店舗販売業又は配置販売業における一
般用医薬品の販売等の実務に１年以上従事したもの 卒業証書の写し（原本を提示す
ること。）又は卒業証明書（郵送で提出する場合は、卒業証明書とする。）及び実務
経験 （見込）証明書 

（５）薬局、一般販売業（卸売一般販売業を除く。）、薬種商販売業、店舗販売業又は配
置販売業における一般用医薬品の販売等の実務に４年以上従事した者 実務経験（見
込）証明書 

（６）上記（１）から（５）までに該当する者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従
事しようとするに当たり、上記（１）から（５）までに該当する者と同等以上の知識
経験を有する者で次のいずれかに該当するものとして熊本県知事が認めたもの 
ア 外国薬学校卒業者等のうち、平成１７年２月８日付け薬食発第０２０８００１号

医薬食品局長通知「外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の取扱いに
ついて」で示した薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせて、上記（１）
から（３）までに該当する者と同等であると認められるもの 卒業証書 

イ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）に基づく高等
学校卒業程度認定試験の合格者であって、薬局、一般販売業（卸売一般販売業を除
く。）、薬種商販売業、店舗販売業又は配置販売業における一般用医薬品の販売等
の実務に１年以上従事したもの 認定試験合格書及び実務経験（見込）証明書 
※１ 卒業証書（卒業証明書）に記載されている氏名が願書提出時点と異なる場合

は、戸籍抄本又は戸籍謄本を併せて提出すること。 
※２ 平成２１年度以前に本県が実施した登録販売者試験を受験した者（欠席した

者を除く。）については、受験資格を有することを証する書類の提出を省略す
ることができる。省略する場合は、願書余白に受験資格を有することを証する
書類を提出した試験の年度等（例、「平成２１年度第３回試験受験」）を記入
すること。 

※３ 旧制中学又は高等学校と同等以上の学校として、専修学校、専門学校等は含
まれないため、受験資格の疑義については、事前に各地域振興局衛生環境課（保
健所衛生環境課（熊本市の保健所を除く。））又は熊本県健康福祉部薬務衛生
課に問い合わせること。 

４ 受験票 
  受験票は、受験願書受付後、平成２２年１０月初旬に受験者あて送付する。 
  なお、受験票が平成２２年１０月１２日（火）までに届かない場合は、熊本県健康福 
 祉部薬務衛生課に問い合わせること。 
５ 願書提出後の注意事項 

願書提出後に、願書等の内容に変更を生じた場合若しくは誤記等が判明した場合は、
速やかにその旨を願書を提出した窓口又は熊本県健康福祉部薬務衛生課に申し出ること。 

６ 合格発表等 
（１）発表日時 
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平成２２年１２月１日（水）午前１０時に各地域振興局保健福祉環境部（保健所（熊
本市の保健所を除く。））及び熊本県庁行政棟本館１階ホールに合格者一覧表を掲示
する。また、熊本県庁ホームページにも掲載する。 

合格者には本人あての合格通知書を郵送し、電話による合否の問い合わせには一切
応じないものとする。 

（２）得点に関する掲示について 
熊本県個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求期間は、合格発表の日から平

成２３年１月４日（火）までの午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 
受験者本人から申し出があった場合に限り、その者の得点を口頭で開示する。 
開示を希望する者は、合格発表後、受験票を持参のうえ、熊本県健康福祉部薬務衛

生課において開示請求を行うこと。 
７ 問い合わせ先 
（１）熊本県健康福祉部薬務衛生課 

郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話 ０９６－３３３－２２４２ 

（２）玉名地域振興局保健福祉環境部（有明保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６５－００１６ 玉名市岩崎１００４－１ 
電話 ０９６８－７２－２１８４ 

（３）鹿本地域振興局保健福祉環境部（山鹿保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６１－０５０１ 山鹿市山鹿４６５－２ 
電話 ０９６８－４４－４１２１ 

（４）菊池地域振興局保健福祉環境部（菊池保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６１－１３３１ 菊池市隈府１２７２－１０ 
電話 ０９６８－２５－４１３５ 

（５）阿蘇地域振興局保健福祉環境部（阿蘇保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６９－２３０１ 阿蘇市内牧１２０４ 
電話 ０９６７－３２－０５３５ 

（６）上益城地域振興局保健福祉環境部（御船保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６１－３２０６ 上益城郡御船町辺田見４００ 
電話 ０９６－２８２－００１６ 

（７）宇城地域振興局保健福祉環境部（宇城保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６９－０５３２ 宇城市松橋町久具４００－１ 
電話 ０９６４－３２－１１４８ 

（８）八代地域振興局保健福祉環境部（八代保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６６－８５５５ 八代市西片町１６６０ 
電話 ０９６５－３３－３１９８ 

（９）芦北地域振興局保健福祉環境部（水俣保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６７－００６１ 水俣市八幡町２－２－１３ 
電話 ０９６６－６３－４１０４ 

（10）球磨地域振興局保健福祉環境部（人吉保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６８－００５６ 人吉市寺町１２－１ 
電話 ０９６６－２２－３１０７ 

（11）天草地域振興局保健福祉環境部（天草保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６３－００１３ 天草市今釜新町３５３０ 
電話 ０９６９－２３－０１７２ 

 
 
熊本県公告第３８３号 
 八代市に事務所を置く水島土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の届出が
あったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公
告する。 
  平成２２年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

役職名 氏   名 住  所 

退任 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  監事 

  監事 

 

千代永 義光 

満田 豊 

古川 昭徳 

岡山 鶴子 

山田 孝尚 

鶴田 修一 

山田 和博 

西田 省一 

山田 繁徳 

 

八代市水島町２２０１番地１６ 

八代市水島町２１４５番地 

八代市水島町２５８５番地 

八代市水島町２５７１番地 

八代市水島町２２０１番地１２ 

八代市水島町２１４０番地 

八代市水島町２７８８番地 

八代市水島町２１９１番地 

八代市水島町２５３０番地 
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  監事 

就任 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  監事 

  監事 

  監事 

鶴田 数也 

 

千代永 義光 

満田 豊 

小橋 正治 

小松 利也 

山田 堅司 

松村 眞一 

橋本 憲明 

山本 輝尚 

鶴田 万亀男 

鶴山 栄嗣 

八代市水島町２２６５番地 

 

八代市水島町２２０１番地１６ 

八代市水島町２１４５番地 

八代市水島町２５５４番地２２ 

八代市水島町２５２６番地 

八代市水島町２１２６番地 

八代市水島町２５３２番地２ 

八代市水島町２９７１番地 

八代市水島町２５５６番地 

八代市水島町２９３８番地２ 

八代市水島町２４７０番地１ 
 
 
 
 
 
 熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規
則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年７月２日 
                                   熊本県人事委員会委員長  清 塘 英 之    
熊本県人事委員会規則第２５号 
      熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定め 
   る規則の一部を改正する規則 
  熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規
則（昭和４１年熊本県人事委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 
 別表一部事務組合の表人吉球磨広域行政組合の項職名の欄中「課長」を「課長 審議員」
に改める。 
      附 則                                                             
  この規則は、公布の日から施行する。                                   

 
 
熊本県人事委員会公告第７号 
 平成２２年度身体障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試験を次のとおり実施する。 
  平成２２年７月２日 
                    熊本県人事委員会委員長 清塘 英之 
 この試験は、障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨に基づき、熊本県内に居住する 
身体障がい者の雇用の促進を図ることを目的として実施するものです。 
 
   ※ 「一般事務」は、点字による受験もできます。点字の選考試験案内をご希望の方 
   は、人事委員会事務局までお問い合わせください。 
 
１ 職種、採用予定人員等 

職 種 採用予定人員            採用後の職務内容 

一般事務  １人程度  知事部局等（出先機関を含む。）に勤務し、一般事務に

従事します。 

 

学校事務   １人程度  県立学校又は市町村立学校に勤務し、学校事務に従事し 

ます。 

 
 〔職種の志望について〕 
  （１）「一般事務」及び「学校事務」の両方の職種を選択できます（志望する順に、第 
   １志望と第２志望の職種を選択できます。）。 
   ※ 第１志望は必ず選択し、第２志望の選択は任意とします。 
  （２）第１次試験は、受験者の得点順、志望順に、各職種ごとに合格者を決定します。 
   ※ 受験者の成績及び志望状況によっては、第２志望の職種に合格することもあり 
    ます。 
   ※ 受験者の志望した職種でのみ合格者を決定するため、第１志望しか志望しない 

受験者は、第２志望まで志望した受験者より高い得点でも、不合格になることも 
あります。 

  （３）第２次試験は、第１次試験の合格者に対して、合格した職種ごとに実施します。 
  （４）受験申込書の受理後は、志望順位の変更は認めません。 
  （５）採用予定人員は、今後変更になることがあります。 

 登載依頼 
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２ 受験資格 
   次の（１）～（４）の全てに該当する者が受験できます。 

（１）昭和５４年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者 
（２）身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者 

 （３）自力による通勤ができ、かつ、介護者なしに職務遂行が可能な者 
 （４）熊本県内に居住している者（通学などのため一時的に県外に居住している者を含 
   む。） 
     
   ただし、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

・ 日本国籍を有しない者 
・ 成年被後見人又は被保佐人 

・ 禁錮
こ

上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 
   なるまでの者 

・ 熊本県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その 
 他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 
３ 試験の日程等 

      日           時  試 験 種 目  等 試 験 会 場 

 

第 

１ 

次 

試 

験 

 平成２２年１０月２４日（日） 

受 付  ８：００～８：５０ 

開 始   ８：５５ 

  （休 憩   11：10～13：05） 

   終 了 １４：２０（予定) 

 ※ 遅刻者は、９：５０までに受

  付しないと受験できません。 

 

午 前 

    教養試験 

 

午 後 

   作文試験 

 

 熊本県立大学 

 

 熊本市月出 

 3-1-100 

 

 

第 

２ 

次 

試 

験 

  平成２２年１１月２７日（土） 

    ９：００～１７：００(予定) 

    試験時間は、一人３０分間程度

 を予定しています。 

 ※ 集合時間は、第１次試験合格

  者に通知します。 

 

   面接試験 

 熊本県庁 

 

 熊本市水前寺 

 6-18-1 

 

  ※ 「一般事務」については、点字による受験もできます。点字による受験の場合は、 
   試験時間が一部異なります。詳細については、人事委員会事務局までお問い合わせ 
   ください。 
   ※ 点字による受験を希望する者がいない場合は、試験当日の時間を変更することも 
   あります。 
４ 試験の方法、配点等 
  試験の程度は、高等学校卒業程度で行います。 
 
    第１次試験（満点８０点） 

試験の種類 

（配点） 

試験の内容等 解答時間  

教養試験 

  （８０点） 

 一般的知識及び能力等について、択一式による筆記

試験を行います。［出題数４０題］ 

 ２時間 

（ただし、点 

字受験者は３

時間） 

   ※ 作文試験は、第１次試験日に実施しますが、採点・評価は第２次試験で行います。 
   また、第１次試験日に作文試験を受験しなかった場合は、第１次試験は不合格にな 
   ります。 
 
   第２次試験（満点１５０点） 

試験の種類 

（配点） 

試験の内容等 解答時間 

作文試験 

（５０点） 

 一般的な課題により、文章による表現力などについ

て、記述式による筆記試験を行います。 

  １時間 

 

面接試験 

（１００点） 

 表現力、積極性、協調性、堅実性、理解力などにつ

いて、個別面接による口述試験を行います。 
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  試験の種類ごとに次の合格基準があり、１つでも基準を満たさない場合は、総合得

点の如何にかかわらず不合格となります。 

 ＜合格基準＞ 

  面接試験以外の試験：平均点又は配点の４割の点のいずれか低い点 

  面接試験     ：配点の５割の点 

 
※  第１次試験の結果は、第２次試験に反映されません。 
※ 受験申込書記載事項の受験資格の真否等を確認するため、調査を行うことがあり

ます。 
※ 平成２１年度に係る第１次試験の例題（県職員採用試験（高等学校卒業程度）を 

参照）及び第２次試験の作文課題については、熊本県のホームページ（http://www. 
pref.kumamoto.jp/）に掲載しています。 

※ 受験の際は、身体障害者手帳、受験票、ボールペン、鉛筆、消しゴム及び鉛筆削 
りを持参してください。 

  なお、時計については、計算機能等がついたものを試験室に持ち込むことはでき 
 ません。携帯電話等の通信機器は、係員の指示に従い電源を切って、かばんにしま

ってください。 
  また、携帯電話等を時計として使用することはできません。 
※ 点字器、点字タイプライター、ルーペ、補聴器、補装具などが必要な方は、選考

試験当日に自分で持参してください。 
※ 点字試験問題・拡大印刷問題による受験を希望する方、面接試験に手話通訳を必

要とする方、車イスや補装具などを使用する方は、必ず受験申込書の該当するとこ
ろに○をつけてください。 

※ 拡大印刷問題は、活字印刷文（10.5ポイント）を約1.4倍（14.8ポイント）に拡
大します。 

 

   （例）（ア、あ、亜、Ａ、ａ、１） 

      →  （ア、あ、亜、Ａ、ａ、１） 

 
５ 合格者の発表 
 （１）第１次試験     
   ① 合格発表日 平成２２年１１月１１日（木）の予定 
   ② 発表方法  県庁行政棟本館１階ロビーに合格者の受験番号を掲示し、合格者 

にのみ文書で通知します。合格通知書が発表日から４日経過しても 
到着しないときは、人事委員会事務局総務課に問い合わせてくださ 
い。 

また、合格者の受験番号は、熊本県のホームページ（http:// www. 
pref.kumamoto.jp/）にも掲載します。                  

 
 （２）第２次試験     
   ① 合格発表日 平成２２年１２月上旬の予定 
   ② 発表方法  県庁行政棟本館１階ロビーに合格者の受験番号を掲示し、合格者 
          のみに文書で通知します。 
           また、合格者の受験番号は、熊本県のホームページ（http:// ww  
          w. pref.kumamoto.jp/）にも掲載します。 
 
６ 受験手続等 
     次のうちいずれかの方法で申し込んでください。（２つ以上の方法による申込みは 
  しないでください。） 
     なお、受験番号は、試験についての問い合わせ、連絡等に必要ですから、受験票の 
  保管とは別に控えておいてください。 
 
  （１）持参又は郵送で申し込む場合 

申込先  熊本県人事委員会事務局総務課 

 〒862-8570 熊本市水前寺6-18-1 

 直通 096-333-2733     代表 096-383-1111（内線6834） 

  

 

申 

 

込 

 

手 

 

 

申込方法 

 受験申込書（受験申込書記入要領により必要事項を記入してくだ

さい。）を上記の申込先に郵送又は持参してください。郵送する場

合は、封筒の表に「選考申込」と朱書し、必ず簡易書留で送ってく

ださい。簡易書留によらない方法で郵送した場合の事故は責任を負

いません。 
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  また、封筒の裏には住所・氏名を必ず書いてください。 

 平成22年8月9日（月）～8月27日（金） 

持参 受付時間８：３０～ １７：１５ 

土曜日及び日曜日は、受け付けできませんのでご了承くださ

い。 

続 

受付期間 

郵送 平成22年8月27日までの消印のあるものに限り受け付けます。

受験票の交付  受付期間終了後、郵送しますが、9月24日までに届かないとき 

は、至急、人事委員会事務局総務課まで問い合わせてください。 

 

   ※ 受験票を紛失した場合は、必ず人事委員会事務局総務課へ早めに連絡してくださ 
   い。 
 
（２）インターネットで申し込む場合 

 

 

 

 

 

申込方法 

 まず、熊本県ホームページの「くまもと電子申請窓口（よろず申

請本舗）」にアクセスし、利用者登録（利用者ＩＤ・パスワードの

取得）を行ってください（この手続きは受付期間前でも行うことが

できます。なお、利用者ＩＤ・パスワードは、利用者登録後、直ち

に発行されます。）。 

 受付期間になったら、「よろず申請本舗」の「申請はこちら」か

ら「身体障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試験」を選択し、

申込データの入力・送信を行ってください。 

 申込データの受信確認後、到達結果通知書がメールで送信されま

す。到達結果通知書が送信されない場合やシステムの操作、利用者

登録、その他手続に関するお問い合わせについては、熊本県電子自

治体コールセンター(℡096-334-1592)にご連絡ください。 

 

申 

 

 

 

込 

 

 

 

手 

 

 

 

続 

 

受付期間 

 平成22年8月9日（月）8:30～8月24日（火）17:15 

 上記期間のうち、8月10日～8月23日については24時間いつでも受

け付けます。 

 なお、申込書を持参又は郵送で申し込む場合とは受付期間が異な

りますので注意してください。 

 

処理状況の 

確認 

  申込データの到達から審査完了までの処理状況が確認できます。

確認される方は、熊本県ホームページの「よろず申請本舗」の「申

請はこちら」から「熊本県」、「申請状況照会」の順にアクセスし、

今回申請した「身体障がい者を対象とする熊本県職員採用選考試

験」を選択してください。 

 なお、申込内容の補正等をお願いする場合がありますので、審査

完了まで処理状況は随時確認してください。 

 

 

 

受験票・写真 

票 

 受付期間終了後、受験票及び写真票を郵送しますので、どちらも

試験当日に必ず持参してください。受験票及び写真票が9月24日ま

でに届かないときは、至急、人事委員会事務局総務課まで問い合わ

せてください。 

  なお、写真票には、所定の箇所に写真（申込み前３か月以内に写

したもので、上半身、脱帽、正面向きで本人と確認できるもの。サ

イズは縦４cm、横３cm程度で、裏面には氏名と生年月日を必ず記入

すること。）をはってください。写真票に写真がはっていない場合

、受験を認めないので注意してください。 

 

  ※  この申込みには、「熊本県電子申請受付システム（よろず申請本舗）」を利用し 
ますが、ご利用のインターネット環境によっては、このシステムを利用できないこ 
とがありますので、詳しくは熊本県のホームページ（http://www. pref.kumamoto. 
j p / ）の「くまもと電子申請窓口（よろず申請本舗）」から電子申請のページにア
クセスして確認してください。 

  ※ 申込みは受付期間中に正常に到達したものを受け付けます。予期せぬ機器停止や 
通信障害などによるトラブルについては、責任を負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

 
７ 合格から採用まで 
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（１）人事委員会は、任命権者（知事、教育委員会）に合格者を通知し、これに基づいて、 
  任命権者は面接等を実施し、 終的な採用者を決定します。 
   採用は、平成２３年４月１日の予定です。 
（２）初任給は、新規高等学校卒業者の場合、月額１４０，１００円です。（ただし、平 

成２４年３月３１日までの間、本県の財政事情により、上記の額から３％が減額され 
支給されています。減額後の額は、新規高等学校卒業者の場合、月額１３５，８９７ 
円です。） 

   なお、学歴、経験年数により加算される場合があります。また、条例等の定めによ 
  り、扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給され、更に、期末手当等が支給されます。 
 
８ 試験結果の開示について 
   この採用試験の結果については、熊本県個人情報保護条例第２２条第１項の規定に 

基づき、口頭で開示を請求することができます。受験者本人が受験票、合格通知書又 
は本人であることを証明する書類（運転免許証、学生証、旅券等）を持参のうえ、午 
前８時３０分から午後５時１５分までの間に直接開示場所へおいでください。ただし、 
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律により休日とされる日は受け付けできま
せん。 

   また、電話、はがき等による請求では開示できませんのでご注意ください。 
 

 試 験 開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間  開 示 場 所 

第１次試験 第１次試験受験者 

第２次試験 第２次試験受験者 

試験種目別得点 

総合得点 

総合順位（※） 

合格発表 

の日から 

１か月間 

人事委員会事務局 

総務課 

（県庁行政棟本館 

３階） 
  ※ 総合順位は、合格基準を満たす方のみ開示。 

 
 
熊本県社会福祉審議会公告第１号 
 熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会の会議を次のとおり開催
する。 
  平成２２年７月２日 
                 熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 
                      保健福祉推進部会会長 良永彌太郎 
１ 開催日時 
  平成２２年７月９日（金） 午後３時から午後５時まで 
２ 開催場所 
  熊本県熊本市水前寺６丁目１８番１号 
  熊本県庁本館１００２会議室 
３ 議題（予定） 
 ( 1 )  くまもと・健やか・長寿プランについて 
 ( 2 )  介護保険の見直しについて 
 ( 3 )   その他 
４ 傍聴者の定員 
  ２０人 
５ 傍聴手続 
 ( 1 )   会議の傍聴の受付は、午後２時３０分から午後３時まで会議の会場前において行 
   い、部会長の許可を得たうえで、事務局の指示に従い、会議の会場に入ることがで 
   きる。 
 ( 2 )   傍聴者については、受付先着順に決定する。ただし、受付開始時点で既に定員を 
   超える希望者があった場合は、抽選により傍聴者を決定する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺６丁目１８番１号 
  熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会事務局（熊本県健康福祉部長寿社会局高 
 齢者支援課総務企画班）（電話：０９６－３３３－２２１５） 
 
 


